
政
令
第

号

広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
民
間
事
業
者
が
計
画
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
規
模
）

第
二
条

法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
区
域
に
お
け
る
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
次
号
に
掲
げ
る
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
を

除
く
。
）

〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

イ

首
都
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
市
街
地
又
は
同
条
第
四
項



に
規
定
す
る
近
郊
整
備
地
帯

ロ

近
畿
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
都
市
区
域
又
は
同
条
第

四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
区
域

ハ

中
部
圏
開
発
整
備
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
市
整
備
区
域

ニ

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
の
区

域

二

前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
に
お
け
る
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
拠
点
施
設
の
整
備

に
関
す
る
事
業
の
事
業
区
域
に
隣
接
し
、
又
は
近
接
し
て
こ
れ
と
一
体
的
に
他
の
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
次

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
が
施
行
さ
れ
、
又
は
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、

か
つ
、
こ
れ
ら
の
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
事
業
区
域
の
面
積
の
合
計
が
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
と
な
る
場

合
に
お
け
る
当
該
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業

〇
・
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

イ

広
域
的
地
域
活
性
化
基
盤
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
重
点
地
区
の
区
域
に
お
け
る
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
に

関
す
る
事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
含
む
。
）
で
公
共
施
設
の
整
備
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。



ロ

基
本
方
針
の
う
ち
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
広
域
的
地
域
活
性
化
基
盤
整
備
計
画
の
う
ち
当
該

重
点
地
区
の
区
域
に
係
る
法
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

都
市
に
お
け
る
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
利
用
及
び
都
市
機
能
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
区
域
に
お
け
る
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業

〇
・
二
ヘ
ク
タ
ー

ル
附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
を
一
層
促
進
す
る
た
め
、
首
都
圏
整
備
法
に
規
定
す
る
既
成
市
街
地
及
び
近
郊
整

備
地
帯
等
の
区
域
以
外
の
区
域
に
お
け
る
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
が
国
土
交
通
大
臣
に
よ

る
民
間
拠
点
施
設
整
備
事
業
計
画
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
拠
点
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
事
業
区
域
の
規
模

の
要
件
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


